
139 URL http://www.kanzeikai.jp
E-mail info kanzeikai.jp

p1.indd   1 2017/04/06   16:19:39



2

一　個人所得課税

⑴

⑵

⑶ 

二　法人課税

⑴ 

⑵

29

平成29年度税制改正におきましては、我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済
む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行うとともに、経済の好循環を促す観
点から研究開発税制及び所得拡大促進税制の見直しや中小企業向け設備投資促進税制の拡充等を行う。あわ
せて、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から酒税改革を行うとともに、我が国企業の海外におけ
る事業展開を阻害することなく、国際的な租税回避により効果的に対応するための外国子会社合算税制を見
直す。このほか、災害への税制上の対応に係る各種の規定の整備等が講じられました。
なお、改正事項は多岐にわたるため、主要の事項のみを掲載しました。
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三　消費課税
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四　納税環境整備
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１　一般会計歳入歳出の概算

⑴
⑵

２　租税及び印紙収入予算額（一般会計・特別会計の合計額）
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３　直接税と間接税等の比率

TEL 096-328-3545  FAX 096-273-7476
E-mail:lemon@tkcnet.ne.jp

創業100余年の歴史と伝統
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⻆廣

「税の標語」「税の標語」のの応募状況応募状況
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☆☆☆北陸～富山県間税会連合会☆☆☆
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第44回通常総会・
（長野大会）のご案内

小暮　進勇

納税功労表彰受彰祝賀会・
新年賀詞交歓会開催される
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税に関する18の質問
平成28年11月　財務省から「税に関する18の質問」という小冊子が発刊されました。

紙面の許す範囲で掲載しましたので、参考にしてください。

「税」の現状

　年金、医療などの社会保障・福祉や、水道、道路などの社会資本整備、教育や警察、消防、防衛といった公的サー
ビスは、私たちの豊かな暮らしには欠かせないものですが、言うまでもなく、その提供には多額の費用がかかります。
　また、こうした公的サービスは、例えば、社会保障や教育など、費用負担が可能な人への提供のみでは社会的に不
適当なものや、警察や防衛のように、特定の人だけのために提供することが困難なものなど、一般に、市場の民間サー
ビスのみに依存すると、必要な量・水準のサービスが提供されないおそれがあるものです。
　このため、こうしたサービスの費用を賄い、公的に実施するためには、皆さんから納めていただく税を財源とする
ことが求められます。
　このように、みんなが互いに支えあい、共によりよい社会を作っていくために、この費用を広く公平に分かち合う
ことが必要です。まさに、税は「社会の会費」であると言えます。
　また、市場経済による所得等の分配は、個人の努力以外の、例えば、生まれた環境や遺産、どういった点に能力を
持っているか等の違いにも影響を受けるため、社会的に見て望ましいものになるとは限りません。そもそも、同じ能
力を持つ人同士が、同じ努力をしたとしても、時代背景や社会環境、時には運によって、大きな成果が得られること
もあれば、成果を得られないこともあるかも知れません。こうした状況に対して、税制では、所得税や相続税に累進
構造を盛り込むこと等を通じ、所得や資産の再配分を図り、許容しがたい格差の固定化といったことが起こらないよ
うにすることも求められています。

私たちはなぜ税金を納めなければならないのか？Q1

【税制の役割】

財源調達機能 税制は、上記のような公的サービスの財源を調達する最も基本的な手段として位置づけられており、
これが税制の最も直接的かつ重要な役割です。

再配分機能 所得税や相続税の累進構造等を通じ、歳出における社会保障給付等と相まって、所得や資産の再分
配を図る役割を果たしています。

経済安定化機能
税制は、好況期には税収増を通じて総需要を抑制する方向に作用し、不況期には逆に税収減を通じ
て総需要を刺激する方向に作用することで、自動的に景気変動を小さくし経済を安定化させる役割
を果たしています。

　税は、私たちみんなが、社会の構成員として広く公平に分かち合う必要があります。「公平・中立・簡素」である
ことが税制を構築するうえでの基本原則です。
　各原則の内容は15ページの図のとおりです。
　例えば「水平的公平」とは、等しい負担能力のある人には等しい負担を求めることが公平との考え方であり、全て
の人が様々な形で広く公的サービスの便益を受け取ることから、その費用も受ける便益に応じて課税で賄うべきとの
応益負担の原則に沿うものです。
　また、「垂直的公平」とは、負担能力の大きい人にはより大きな負担を求めることが公平との考え方であり、能力
に応じて税負担を行うべきとの応能負担の原則に沿うものです。
　一言で「公平」といっても、このように様々な指標があり、人それぞれの置かれている環境によっても捉え方は変
わってくると言えます。

税金って、どんな考え方できめられているの？
そもそも公平ってどういうこと？Q2
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　また、「公平・中立・簡素」は、常にすべてが同時に満たされるものではなく、一つの原則を重視すれば他の原則
をある程度損なうことにならざるを得ないというトレード・オフの関係に立つ場合もあります。例えば、個人所得課
税において、「公平」の観点から個人の担税力を調整するために、各種控除などを用いて個々の納税者にきめ細かい
配慮を行うことが可能ですが、他方、制度の「簡素」性が損なわれることとなりかねません。
　いずれにしても、税制を考えていく上では、税制全体として「公平・中立・簡素」の基本原則に則しているかどう
かということが重要です。

　「税」には、いくつかの分類の仕方があります。第一は、「何に税負担を求めるか」による分け方で、大きく分ける
と、所得に対する税、消費に対する税、資産等に対する税があります。
　第二は、「誰が課税主体か」による分け方で、国が賦課・徴収するものを国税、都道府県や市町村といった自治体
が賦課・徴収するものを地方税といい、国税・地方税でそれぞれ20種類以上あり、それぞれ法律に定められています。
　このほか、「誰が税金を負担し（実質負担者）、誰が税金を納めるか（納税義務者）」による分け方もあり、納税義
務者と実質負担者が一致する所得税のような直接税と、納税義務者と実質負担者が異なる消費税のような間接税があ
ります。
　税制が、日本の経済・社会の構造変化に対応したものとなるよう、様々な特徴を有する税（Q4参照）を適切に組
み合わせていくことが求められています。

「税」の種類にはどんなものがあるの？
複雑でわからないのだけど？Q3

消費に対する税
消費税

消費税、酒税、たばこ税、
揮発油税など

消費税などのように、物品やサービ
スの消費等を対象として課税

所得に対する税
所得税

所得税、法人税、
住民税など

所得税や法人税などのように、所得
（利益）を対象として課税

資産等に対する税
資産課税等

相続税、贈与税、
登録免許税など

相続税や固定資産税などのように、資
産の取得・保有等を対象として課税

国税 地方税 国税 地方税

所得課税

所得税
法人税
地方法人特別税
復興特別所得税
地方法人税

住民税
事業税

消費課税

消費税
酒税
たばこ税
たばこ特別税
揮発油税
地方揮発油税
石油ガス税
自動車重量税
航空機燃料税
石油石炭税
電源開発促進税
関税
とん税
特別とん税

地方消費税
地方たばこ税
ゴルフ場利用税
自動車取得税
軽油引取税
自動車税
軽自動車税
鉱区税
狩猟税
入湯税

資産課税等

相続税・贈与税
登録免許税
印紙税

不動産取得税
固定資産税
事業所得税
都市計画税
水利地益税
共同施設税
宅地開発税
特別土地保有税
法定外普通税
法定外目的税
国民健康保険税

公平の原則
経済力が同等の人に等しい負担を求める「水平的
公平」と、経済力のある人により大きな負担を求
める「垂直的公平」があります。さらに、近年で
は「世代間の公平」が一層重要となっています。

中立の原則
税制が個人や企業の経済活
動における選択を歪めない
ようにするのが、中立の原
則です。

簡素の原則
税制の仕組みをできるだけ
簡素にし、理解しやすいも
のが、簡素の原則です。
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　それぞれの税目は、下の表のように様々な特徴を有しています。
　例えば、消費税は高齢者も若い人も年齢に関係なく全員で負担を分かち合っているのに対して、所得税は主に勤労
世帯が広く負担しています。また、相続税は限られた一部の資産家層が対象となっているなど、負担いただく層は、
税によって大きく異なります。
　また、例えば、税収面に着目すると、法人税等の所得課税は税収が景気の動向に比較的左右されやすいのに対し、
消費税は比較的左右されにくく、安定的です。

それぞれの税目ごとに、どういう特徴があるの？Q4

税収
（平成28年度予算）

特徴

所得税 18.0兆円
・ 担税力に応じて、累進的に負担が増加します。
・ 勤労世代（現役世代）が主として負担します。
・ 各種控除などにより、個々人の担税力に対してきめ細かい配慮が可能です。

法人税 12.2兆円

・ 成長戦略との整合性や企業の国際的な競争力の維持・向上などに対する配
慮が必要です。
・ さまざまな政策税制措置が講じられています。
・ 税収が景気の動向に比較的左右されやすい特徴があります。

消費税 17.2兆円

・ 勤労世代など特定の者に負担が集中せず、高齢者を含めて国民全体で広く
負担を分かち合うこととなります。
・ 税収が景気の動向に比較的左右されにくく安定的です。
・ 簡素な仕組みであり経済活動に対しても比較的中立です。

相続税 1.9兆円
・ 格差是正・富の再配分を図るという役割があります。
・ ごく限られた一部の資産家層のみを対象に負担を求める税となっていま
す。

　なお、Q5 以降についてお目通ししたい方は、財務省ホームページを活用してください。

　　下記ページからダウンロードいただけます。
　　　　http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2811/index.htm

　　送付をご希望の方は、下記ＵＲＬよりお申し込みください。
　　　　https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/haifu/index.htm

登録は英語表記登録フォームまで：
英語表記情報の検索は英語版 ページまで：

国税庁法人番号公表サイトでは、名称及び所在地の英語表記を受付けています。
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